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公 的 年 金 制 度 （ ６ ）  

 

公 務 員 だ っ た 人 達 等 の た め の 共 済 年 金 に つ い て  

 

 今 回 は 、公 的 年 金 制 度 の 一 つ で あ る 共 済 年 金 を 取 り

上 げ ま す 。  

Ｑ １  自 衛 隊 の 退 職 者 で す 。現 役 時 代 は 防 衛 省 共 済 組

合 で 必 要 な 手 続 等 を 行 っ て い た の で す が 、退 職 後

は 国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 か ら 年 金 等 に 関 す

る 色 々 な 書 類 が 届 き ま す 。  

防 衛 省 共 済 組 合 と 国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会

は ど の よ う な 関 係 に あ る の で す か ？  

Ａ   現 在 、各 省 庁 は そ れ ぞ れ に 共 済 組 合 を も っ て お

り そ の 数 は ２ ０ 組 合 あ り ま す 。こ の ２ ０ 組 合 を 束

ね て い る の が 国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 で す 。  

   国 家 共 済 組 合 連 合 会 は 、各 省 庁 を 退 職 し た 組 合

員 の 年 金 事 業 を ま と め て 行 っ て お り ま す 。  

ま た 年 金 事 業 の 他 に 病 院 や 宿 泊 施 設 の 運 営 な

ど の 福 祉 事 業 に も 携 わ っ て お り ま す 。こ の た め 年

金 や 宿 泊 施 設 に 関 す る 封 書 等 が 国 家 公 務 員 共 済

連 合 会 か ら 届 く の で す 。  

Ｑ ２  自 衛 隊 の 退 職 者 で す 。退 職 共 済 年 金 は よ く 耳 に

す る の で す が 、共 済 年 金 に は そ の 他 に ど の よ う な

年 金 が あ る の で す か ？  

Ａ   共 済 年 金 に は 次 の ３ つ の 年 金 が あ り ま す 。  

 １  退 職 共 済 年 金  

    退 職 共 済 年 金 は 、受 給 権 を 有 す る 者 が ６ ５ 歳 に

達 し た 後 に 支 給（ 本 来 支 給 の 退 職 共 済 年 金 ）さ れ

ま す が 、当 分 の 間 、特 例 に よ り「 特 別 支 給 の 退 職

共 済 年 金 」が 生 年 月 日 に 応 じ た 支 給 開 始 年 齢 か ら

支 給 さ れ ま す 。 詳 し く は 翌 月 号 で 取 り 上 げ ま す 。 



 ２  障 害 共 済 年 金  

   障 害 共 済 年 金 は 、次 の い ず れ か に 該 当 し た 時 に

支 給 さ れ ま す 。  

  ①  自 衛 隊 現 職 時 代 に 初 診 日 が あ る 傷 病 に よ り 、

障 害 認 定 日（ 注 １ ）に 障 害 の 程 度 が １ 級 ～ ３ 級

の 障 害 の 状 態 に あ る と き  

  ②  障 害 認 定 日 に ３ 級 以 上 の 障 害 に 該 当 し な か

っ た が 、同 一 傷 病 に よ り ６ ５ 歳 に 達 す る 日 の 前

日（ 誕 生 日 の ２ 日 前 ）ま で の 間 に ３ 級 以 上 の 障

害 に 該 当 す る よ う に な り 請 求 し た と き  

  ③  自 衛 隊 現 職 時 代 に 初 診 日 が あ る 傷 病 と 自 衛

隊 に 入 隊 す る 前 に あ っ た 障 害 と を 併 合 し て ２

級 以 上 の 障 害 の 状 態 に な っ た と き  

３  遺 族 共 済 年 金  

遺 族 共 済 年 金 の 受 給 要 件 に は 長 期 要 件 と 短 期

要 件 の ２ つ の 要 件 が あ り 、い ず れ か の 要 件 に 該 当

し た と き に 遺 族 （ 注 ２ ） に 支 給 さ れ ま す 。  

  ①  長 期 要 件  

    組 合 員 期 間 等 が ２ ５ 年 以 上 あ る 人 又 は 退 職

共 済 年 金 等 の 受 給 権 者 が 死 亡 し た と き  

  ②  短 期 要 件  

   ⅰ  現 職 隊 員 が 死 亡 し た と き  

   ⅱ  退 職 後 、現 職 隊 員 の 間 に 初 診 日 が あ る 傷 病

に よ り 初 診 日 か ら ５ 年 以 内 に 死 亡 し た と き  

   ⅲ  障 害 共 済 年 金（ １ 級 、２ 級 ）の 受 給 権 者 等

が 死 亡 し た と き  

  注 １：  障 害 認 定 日 と は 、初 診 日 か ら １ 年 ６ 月 を

経 過 し た 日 又 は そ の 前 に 症 状 が 固 定 し た

と き は そ の 日 を い い ま す 。  

  注 ２：  遺 族 共 済 年 金 を 受 け る こ と が で き る 遺 族

と は 、自 衛 隊 員 で あ っ た 人 の 死 亡 当 時 、そ

の 人 に よ っ て 生 計 を 維 持 し て い た ① 配 偶

者 及 び 子 ② 父 母 ③ 孫 ④ 祖 父 母（ 優 先 順 ）で

す 。  

      ※  子 及 び 孫 と は 、原 則 と し て １ ８ 歳 に 達 し た

日 以 後 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に あ っ て

婚 姻 し て い な い 人 で す 。  

   ※  夫 、父 母 、祖 父 母 は ６ ０ 歳 以 後 に 支 給 さ れ

ま す 。  

 

   次 回 は 、 退 職 共 済 年 金 を 取 り 上 げ ま す 。  


